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ＮＥＷ！　７月２０日 
 

無症状者の唾液を用いたPCR検査等について 

 
厚生労働省 

2020.7.17 

○ 今般、都内において無症状者を対象に新型コロナウィルスにかかる検査を⾏行行ったところ、唾液を⽤用い
たPCR検査、LAMP検査及び抗原定量量検査と、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液PCR検査を⽐比較し、⾼高い⼀一致率率率を確認する
ことができた。

○ 厚⽣生科学審議会感染症部会において、上記結果をもとに協議を⾏行行った結果を踏まえ、無症状者（空港
検疫の対象者、濃厚接触者等）に対して唾液を⽤用いたPCR検査、LAMP法検査及び抗原定量量検査を活⽤用す
ることを可能とする。

無症状者の唾液を⽤用いたPCR検査等について

検査の対象者
PCR検査（LAMP法含む） 抗原検査（定量量） 抗原検査（簡易易キット）

⿐鼻咽咽頭 唾液 ⿐鼻咽咽頭 唾液 ⿐鼻咽咽頭 唾液

有症状者
（症状消退者含む）

発症から９⽇日⽬目以内 ○ ○ ○ ○ ○（※１） ×（※2）

発症から１０⽇日⽬目以降降 ○ × ○ × △（※3） ×（※2）

無症状者 ○ ×→○
（7⽉月17⽇日〜～）

○ ×→○
（7⽉月17⽇日〜～）

×（※2） ×（※2）

※１︓：抗原検査（簡易易キット）については、発症２⽇日⽬目から９⽇日⽬目以内
※２︓：検査メーカーにおいて有症状唾液については⼤大学と共同研究中、無症状者については共同研究予定。
※３︓：使⽤用可能だが、陰性の場合は⿐鼻咽咽頭PCR検査を⾏行行う必要あり

○ 今般、都内において無症状者を対象に新型コロナウィルスにかかる検査を⾏行行ったところ、唾液を⽤用い
たPCR検査、LAMP検査及び抗原定量量検査と、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液PCR検査を⽐比較し、⾼高い⼀一致率率率を確認する
ことができた。

○ 厚⽣生科学審議会感染症部会において、上記結果をもとに協議を⾏行行った結果を踏まえ、無症状者（空港
検疫の対象者、濃厚接触者等）に対して唾液を⽤用いたPCR検査、LAMP法検査及び抗原定量量検査を活⽤用す
ることを可能とする。

無症状者の唾液を⽤用いたPCR検査等について

検査の対象者
PCR検査（LAMP法含む） 抗原検査（定量量） 抗原検査（簡易易キット）

⿐鼻咽咽頭 唾液 ⿐鼻咽咽頭 唾液 ⿐鼻咽咽頭 唾液

有症状者
（症状消退者含む）

発症から９⽇日⽬目以内 ○ ○ ○ ○ ○（※１） ×（※2）

発症から１０⽇日⽬目以降降 ○ × ○ × △（※3） ×（※2）

無症状者 ○ ×→○
（7⽉月17⽇日〜～）

○ ×→○
（7⽉月17⽇日〜～）

×（※2） ×（※2）

※１︓：抗原検査（簡易易キット）については、発症２⽇日⽬目から９⽇日⽬目以内
※２︓：検査メーカーにおいて有症状唾液については⼤大学と共同研究中、無症状者については共同研究予定。
※３︓：使⽤用可能だが、陰性の場合は⿐鼻咽咽頭PCR検査を⾏行行う必要あり
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ＮＥＷ！　７月２０日 
 

福岡県歯科保険医新聞　2020年8月5日掲載予定　無影燈 

 
福岡県歯科保険医協会　横田晟 

2020.8.5 掲載予定 
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ＮＥＷ！　７月２０日 
 

【ＳＡＴＩＣ法】によるウイルス迅速診断法 

 
塩野義製薬株式会社 

2020.6.22 



7	

ＮＥＷ！　７月１４日 
 

唾液を用いたPCR検査の導入について 

 
厚生労働省 

2020.6.2 

唾液を⽤用いたPCR検査の導⼊入について

【参考（厚⽣生労働科学研究）】
○研究⽅方法
・COVID-19と診断され⾃自衛隊中央病院に⼊入院した患者の凍結唾液検体（発症後14⽇日以内に採取された88症例例）の
分析を⾏行行い、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液を⽤用いたPCR検査結果との⼀一致率率率を検証した。

○結果
・発症から9⽇日以内の症例例では、PCR法及びLAMP法において、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液と唾液の検査結果に⾼高い⼀一致率率率が認め
られた。

1

○唾液を⽤用いたPCR検査について、症状発症から９⽇日以内の症例例で従来の⿐鼻咽咽頭ぬぐい液を⽤用いた検
査結果と良良好な⼀一致率率率が認められた（厚⽣生労働科学研究）。

○この結果をもとに、「症状発症から９⽇日以内の者」について、唾液を⽤用いたPCR検査を可能とする。
※本⽇日（６⽉月２⽇日）、検査実施にかかるマニュアルの改定やＰＣＲ検査キットの⼀一部変更更承認・
保険適⽤用を実施。
⇒⿐鼻咽咽頭を拭う⽅方法に⽐比べて、検体採取に係る感染防御や⼈人材の確保の負担が軽減

＜唾液を⽤用いたPCR検査の主な対象者（イメージ）＞

主な採取機関 主な対象者（イメージ）（※２）

○帰国者・接触者外来
○地域外来・検査センター
（※１）

・市中の有症状者

○病院、診療療所 ・有症状者（患者、医療療従事者等）

（※１）唾液検査のみを取り扱う施設が拡⼤大する可能性。
（※２）唾液を⽤用いたPCR検査は発熱等の症状発症から9⽇日以内の者を対象。

唾液を⽤用いたPCR検査の導⼊入について

【参考（厚⽣生労働科学研究）】
○研究⽅方法
・COVID-19と診断され⾃自衛隊中央病院に⼊入院した患者の凍結唾液検体（発症後14⽇日以内に採取された88症例例）の
分析を⾏行行い、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液を⽤用いたPCR検査結果との⼀一致率率率を検証した。

○結果
・発症から9⽇日以内の症例例では、PCR法及びLAMP法において、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液と唾液の検査結果に⾼高い⼀一致率率率が認め
られた。

1

○唾液を⽤用いたPCR検査について、症状発症から９⽇日以内の症例例で従来の⿐鼻咽咽頭ぬぐい液を⽤用いた検
査結果と良良好な⼀一致率率率が認められた（厚⽣生労働科学研究）。
○この結果をもとに、「症状発症から９⽇日以内の者」について、唾液を⽤用いたPCR検査を可能とする。
※本⽇日（６⽉月２⽇日）、検査実施にかかるマニュアルの改定やＰＣＲ検査キットの⼀一部変更更承認・
保険適⽤用を実施。
⇒⿐鼻咽咽頭を拭う⽅方法に⽐比べて、検体採取に係る感染防御や⼈人材の確保の負担が軽減

＜唾液を⽤用いたPCR検査の主な対象者（イメージ）＞

主な採取機関 主な対象者（イメージ）（※２）

○帰国者・接触者外来
○地域外来・検査センター
（※１）

・市中の有症状者

○病院、診療療所 ・有症状者（患者、医療療従事者等）

（※１）唾液検査のみを取り扱う施設が拡⼤大する可能性。
（※２）唾液を⽤用いたPCR検査は発熱等の症状発症から9⽇日以内の者を対象。

唾液を⽤用いたPCR検査の導⼊入について

【参考（厚⽣生労働科学研究）】
○研究⽅方法
・COVID-19と診断され⾃自衛隊中央病院に⼊入院した患者の凍結唾液検体（発症後14⽇日以内に採取された88症例例）の
分析を⾏行行い、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液を⽤用いたPCR検査結果との⼀一致率率率を検証した。

○結果
・発症から9⽇日以内の症例例では、PCR法及びLAMP法において、⿐鼻咽咽頭ぬぐい液と唾液の検査結果に⾼高い⼀一致率率率が認め
られた。

1

○唾液を⽤用いたPCR検査について、症状発症から９⽇日以内の症例例で従来の⿐鼻咽咽頭ぬぐい液を⽤用いた検
査結果と良良好な⼀一致率率率が認められた（厚⽣生労働科学研究）。

○この結果をもとに、「症状発症から９⽇日以内の者」について、唾液を⽤用いたPCR検査を可能とする。
※本⽇日（６⽉月２⽇日）、検査実施にかかるマニュアルの改定やＰＣＲ検査キットの⼀一部変更更承認・
保険適⽤用を実施。
⇒⿐鼻咽咽頭を拭う⽅方法に⽐比べて、検体採取に係る感染防御や⼈人材の確保の負担が軽減

＜唾液を⽤用いたPCR検査の主な対象者（イメージ）＞

主な採取機関 主な対象者（イメージ）（※２）

○帰国者・接触者外来
○地域外来・検査センター
（※１）

・市中の有症状者

○病院、診療療所 ・有症状者（患者、医療療従事者等）

（※１）唾液検査のみを取り扱う施設が拡⼤大する可能性。
（※２）唾液を⽤用いたPCR検査は発熱等の症状発症から9⽇日以内の者を対象。
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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

唾液PCR検査が可能に、有症状者を対象 

 
日経メディカル　安藤亮 

2020.6.3 
(5-6p) 



 

 245 3

 

   

 







 

 245 3

 

   

 







 

 245 3

 

   

 







 

 245 3

 

   

 







 

 245 3

 

   

 







9	



 

 245 3

 

   

 







 

 245 3

 

   

 







 

 245 3

 

   

 







245 3



 

 245 3

 

   

 







10	

ＮＥＷ！　７月１４日 
 

福岡県歯科保険医新聞　2020年7月5日　無影燈 

 
福岡県歯科保険医協会 

2020.7.5 
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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

味覚障害の原因と対応（抜粋） 

 
　大阪歯科大学　口腔外科学第一講座　 

教授(2020年現在)　井関富雄　 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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

新型コロナウイルス感染症と嗅覚・味覚障害 

 
東京大学　保健・健康推進本部　保健センター 

2020.6.26 
(9-10p) 
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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

口腔外科相談室　口腔内のトラブル　◆味覚障害がある 

 
公益社団法人　日本口腔外科学会　 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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

新型コロナウイルス感染症と嗅覚・味覚障害の関係〜医療機関を受診すべき基準は？〜 
 

Medical	 Note 

新潟大学大学院医歯学総合研究科	 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野	 教授　堀井新　 
2020.6.5 
(12-14p) 
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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

新型コロナ陽性の藤浪投手も訴えた｢嗅覚、味覚障害｣　その原因、実際の症状は 

 
まいどなニュース　　 

2020.3.27 
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19	

ＮＥＷ！　７月１４日 
 

新型コロナウイルス感染症の初期症状としての嗅覚異常と味覚異常 

 
一般社団法人　日本歯科医学会連合　　 

2020.4.6 
(16-17p) 
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21	

ＮＥＷ！　７月１４日 
 

徳島県医師会の健康相談　▶　味覚障害　【質問】　風邪こじらせ甘み感じない 

 
徳島県医師会　　 

2009.2.5 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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

GUEST	 EDITORIAL：ウイルス感染における口腔ケアの役割 
	 ─新型コロナウイルスの感染拡大に寄せて─（抜粋） 

 

ザ・クインテッセンス　2020年5月号 
神奈川歯科大学　口腔科学講座　教授　槻木恵一　 	 　　 

2009.4.23 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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

「歯科はコロナ対策の最前線」⑥ 
 

日本歯科新聞 
福岡県歯科保険医協会副会長　杉山正隆　　 

2020.6.30 
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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

「歯科はコロナ対策の最前線」⑤ 
 

日本歯科新聞 
福岡県歯科保険医協会副会長　杉山正隆　　 

2020.6.23 
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ＮＥＷ！　７月１４日 
 

「歯科はコロナ対策の最前線」④ 
 

日本歯科新聞 
福岡県歯科保険医協会副会長　杉山正隆　　 

2020.6.16 



ＮＥＷ！　７月１４日 
 

「歯科はコロナ対策の最前線」③ 
 

日本歯科新聞 
福岡県歯科保険医協会副会長　杉山正隆　　 

2020.6.9 

26	



　
交
通
事
故
な
ど
で
救
急
に
か
つ
ぎ
こ
ま

れ
た
患
者
が
、
後
に
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必
要
以
上
に
強

調
さ
れ
す
ぎ
、
感
染
へ
の
間
違
っ
た
恐
怖

心
を
煽
っ
て
き
た
政
府
の
失
策
と
も
い
え

る
。

　
入
院
患
者
や
施
設
等
入
所
者
で
不
活
発

な
状
態
が
数
カ
月
に
も
及
び
、
糖
尿
病
や

高
血
圧
、
認
知
症
な
ど
が
悪
化
す
る
人
が

増
え
て
い
る
。
特
に
、
深
刻
化
し
て
い
る

の
が
歯
科
治
療
や
口
腔
ケ
ア
だ
。
在
宅
や

病
院
、
施
設
に
出
向
い
て
の
歯
科
治
療
等

を「
拒
絶
」さ
れ
る
例
が
多
く
報
告
さ
れ

て
い
る
。

◇
◆
◇

　
日
本
歯
科
医
師
会
は
４
月
３
日
付
け

で
、「
緊
急
性
が
少
な
く
、
延
期
し
て
も

問
題
が
少
な
い
治
療
、
定
期
健
診
、
訪
問

診
療
等
は
延
期
も
ご
検
討
く
だ
さ
い
」な

ど
と
す
る
事
務
連
絡
を
発
出
。
５
月
１
日

に
は
毎
日
、
読
売
新
聞
に
広
告
を
出
し
、

歯
科
治
療
等
の
延
期
の
検
討
を
述
べ
た
上

で
、「
か
か
り
つ
け
医
へ
の
相
談
」を
呼

び
か
け
た
。
歯
磨
き
の
重
要
性
を
述
べ
、

感
染
リ
ス
ク
が
高
い
と
さ
れ
る
歯
科
治
療

だ
が
患
者
へ
の
感
染
の
報
告
は
無
い
こ

と
、
感
染
予
防
を
徹
底
し
国
民
の
健
康
を

守
る
た
め
に
取
り
組
む
、
と
付
言
し
た
。

　
厚
生
労
働
省
歯
科
保
健
課
な
ど
か
ら
も

「
緊
急
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
治
療
に

つ
い
て
は
延
期
す
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
す

る
こ
と
」「
歯
科
診
療
は
か
な
り
慎
重
に

す
べ
き
」と
の
事
務
連
絡
や
見
解
等
が
出

て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
歯
科
医
師
会（
Ａ
Ｄ

Ａ
）か
ら
も
同
様
の
通
知
等
が
出
て
い
る

と
承
知
し
て
い
る
。

　
「
最
も
危
険
な
職
業
は
歯
科
衛
生
士
」

と
す
る
論
考
も
加
わ
り
、
一
部
メ
デ
ィ
ア

は「
歯
科
治
療
は
危
険
」「
歯
科
医
院
に
は

行
か
な
い
方
が
良
い
」な
ど
と
報
じ
た
。

出
演
し
た
歯
科
医
師
が「
歯
科
衛
生
士
の

仕
事
の
多
く
は
不
急
」な
ど
と
話
し
た

り
、
歯
科
衛
生
士
の
不
安
の
声
が
紹
介
さ

れ
た
。
国
民
の
多
く
が
自
粛
し
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
歯
科
へ
の
来
院
患
者
は
歴
史

的
な
減
少
に
陥
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ま
ま
で
は
有
益
な
歯
科
治
療
や
ケ

ア
ま
で
急
ブ
レ
ー
キ
が
掛
か
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、「
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
│
19
」で
は
な

く
、
不
活
発
や
不
衛
生
に
よ
り
亡
く
な
る

高
齢
者
や
有
病
者
が
増
え
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
在
宅
に
取
り
組
む
歯
科
診
療
所
を
中

心
に
経
営
が
急
速
に
悪
化
し
て
い
る
。
ウ

イ
ル
ス
よ
り
も
恐
怖
心
に
よ
る「
人
災
」

の
側
面
の
方
が
危
険
と
い
え
る
の
だ
。

　
口
の
中
が
不
衛
生
に
な
れ
ば
誤
嚥
性
肺

炎
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
糖
尿
病
患
者
の

場
合
に
は
病
状
の
増
悪
に
つ
な
が
る
こ
と

が
広
く
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
や
有

病
者
で
は
歯
科
治
療
や
口
腔
ケ
ア
に
よ

り
、
全
身
症
状
の
悪
化
が
予
防
で
き
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
る
。
毎
週
の
口
腔
ケ
ア

に
よ
り
肺
炎
を
40
％
減
少
、
肺
炎
に
よ
る

死
亡
率
を
57
％
減
少
さ
せ
る
な
ど
と
の
エ

ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
。「
口
腔
内
が
不
潔
↓

口
腔
細
菌
が
口
腔
内
・
腸
内
細
菌
叢
の
バ

ラ
ン
ス
を
崩
す
↓
免
疫
力
が
低
下
↓
感
染

症
に
か
か
り
や
す
く
な
る
」の
よ
う
な
構

図
だ
。
感
染
症
に
打
ち
勝
つ
に
は
歯
科
の

果
た
す
べ
き
役
割
が
大
き
い
。

◇
◆
◇

　
感
染
症
対
策
は「
標
準
防
護
策
を
し
っ

か
り
採
り
対
応
す
る
」が
最
重
要
。
Ｃ
Ｏ

Ｖ
Ｉ
Ｄ
│
19
の
流
行
以
降
、
日
々
の
診
療

で
、
発
熱
の
基
準
は
37
・
５
℃
を
採
る
人

が
多
い
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
平
熱
ラ
イ

ン
の「
37
・
０
℃
」以
上
の
場
合
は「
何
ら

か
の
感
染
の
恐
れ
が
あ
る
」と
み
な
し
応

急
的
な
処
置
に
限
定
す
べ
き
だ
。
事
前
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
、
歯
科
医
師
や
歯
科

衛
生
士
へ
の
感
染
を
防
ぐ
こ
と
に
有
効
な

の
は
間
違
い
な
い
。「
無
症
状
で
あ
っ
て

も
ウ
イ
ル
ス
が
出
て
い
る
」の
は
事
実
だ

が
、
そ
れ
で
も
発
熱
な
ど
症
状
の
顕
著
な

患
者
か
ら
の
ウ
イ
ル
ス
量
の
１
０
０
分
の

１
、１
０
０
０
分
の
１
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、

標
準
防
護
策
を
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
ほ

ぼ
防
げ
る
の
だ
。

　
感
染
経
路
は「
接
触
＋
飛
沫
」だ
。
ス

タ
ッ
フ
や
患
者
に
も「
手
洗
い
or
即
乾
性

消
毒
剤
１
日
１
０
０
回
以
上
を
目
標
に
」

と
指
導
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
々
の
ハ

ン
ド
ク
リ
ー
ム
の
刷
り
込
み
は
手
荒
れ
を

防
ぐ
た
め
に
有
効
だ
。
抗
菌
性
洗
口
液
が

有
効
と
の
知
見
も
あ
り
、
消
毒
用
ア
ル

コ
ー
ル
・
次
亜
塩
素
酸
で
の
診
療
室
の
頻

繁
な
消
毒
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

　
恐
怖
が
先
に
立
ち
、
標
準
防
護
策
等
の

基
本
が
忘
れ
去
ら
れ「
混
乱
」が
続
い
て

い
る
。「
そ
も
そ
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と

は
何
か
」を
知
り
、
冷
静
に
感
染
症
に
対

応
す
る
基
本
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
。

杉
山 

正
隆

「
歯
科
は
コ
ロ
ナ
対
策
の
最
前
線
」②

歯
科
医
師
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

歯
科
治
療
や
口
腔
ケ
ア
は

　
不
要
で
も
不
急
で
も
な
い

　
（
す
ぎ
や
ま
・
ま
さ
た
か
）　
杉
山
歯
科

医
院
副
院
長
／
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
会

議（
Ｊ
Ｃ
Ｊ
）運
営
委
員
。
所
属
：
国
際

エ
イ
ズ
学
会（
Ｉ
Ａ
Ｓ
）、
日
本
感
染
症

学
会
／
日
本
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
協

会
。
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会（
保
団
連
）

理
事
、
福
岡
県
歯
科
保
険
医
協
会
副
会
長
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４
月
末
、
医
療
団
体
の
ウ
ェ
ブ
会
議
。

「
そ
こ
！
マ
ス
ク
し
て
な
い
ぞ
」「
３
密
に

な
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
」「
感
染
が
拡
が

る
ぞ
」。
ウ
ェ
ブ
の
向
こ
う
の
医
師
か
ら

怒
鳴
り
声
が
飛
ん
だ
。
座
席
の
距
離
を
取

り
窓
も
大
開
き
に
す
る
な
ど
、
十
分
過
ぎ

る
対
応
策
を
採
っ
て
い
た
が
、
参
加
し
た

医
師
・
歯
科
医
師
ら
か
ら
は
恐
怖
と
緊
張

感
が
漂
っ
た
。

　
満
開
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
密
集
、
密

閉
、
密
接
の「
３
密
」の
懸
念
か
ら
切
り

取
ら
れ
た
り
、「
県
外
者
は
お
断
り
」が

当
た
り
前
と
な
っ
た
。
飲
食
店
が「
休
業

を
装
っ
て
営
業
を
続
け
、
助
成
金
を
だ
ま

し
取
る
気
か
」と
嫌
が
ら
せ
さ
れ
、
ガ
ラ

ス
を
割
ら
れ
る
な
ど「
自
粛
警
察
」と
揶

揄
さ
れ
る
事
例
ま
で
発
生
し
た
。

◇
◆
◇

　
今
の
状
況
は
１
９
９
０
年
前
後
の「
エ

イ
ズ
・
パ
ニ
ッ
ク
」と
似
て
い
る
。
当
時
、

私
は
毎
日
新
聞
の
記
者
を
し
て
お
り
、
全

世
界
か
ら
２
万
人
余
が
参
加
し
た
横
浜
で

の「
第
10
国
際
エ
イ
ズ
会
議
」（
１
９
９
４

年
）の
取
材
キ
ャ
ッ
プ
を
務
め
た
。
歯
科

医
院
で
も
完
全
防
護
の
手
術
着
姿
で
治
療

に
当
た
っ
た
。
い
わ
れ
の
な
い
偏
見
・
差

別
に
苦
し
む
人
が
多
か
っ
た
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ

が
通
常
の
生
活
で
は
感
染
し
な
い
こ
と
な

ど
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
の
感
染

者
・
患
者
へ
の
差
別
等
は
収
ま
っ
て
い
っ

た
。

　
戦
時
中
も「
隣
組
」な
ど
で
相
互
監
視

や
我
慢
を
強
い
ら
れ「
自
警
団
」が
恐
れ

ら
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に

近
い「
同
調
圧
力
」が
日
本
中
を
覆
っ
て

い
る
、
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

　
「
ノ
ロ
・
ウ
イ
ル
ス
」は
ア
ル
コ
ー
ル

で
は
死
滅
し
な
い
が
、
コ
ロ
ナ
は
50
％
以

上
の
ア
ル
コ
ー
ル
で
分
解
さ
れ
る
な
ど
弱

い
側
面
を
持
っ
て
い
る
。「
正
し
く
恐
れ

正
し
く
対
応
す
る
」こ
と
で
十
分
乗
り
切

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

◇
◆
◇

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は「SARS-

CoV-2
」も
し
く
は「2019-nCoV

」等

と
呼
ば
れ
る
。
２
０
１
９
年
12
月
ご
ろ

に
中
国
・
武
漢
市
で
確
認
さ
れ
、「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」（COVID-

19

）と
称
さ
れ
る
。
同
年
末
に
は
欧
州
で
、

２
０
２
０
年
１
月
16
日
に
は
日
本
で
確
認

さ
れ
、
特
に
２
月
以
降
、
全
世
界
で
感
染

拡
大
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
は
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
や

Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ（
中
東
呼
吸
器
症
候
群
）の
呼

吸
器
に
重
篤
な
症
状
を
も
た
ら
す
２
種
類

と
、「
感
冒
」（
風
邪
）と
し
て
知
ら
れ
る

比
較
的
軽
症
で
推
移
す
る
四
つ
の
計
６
種

類
が
あ
る
。

　
７
番
目
と
な
るSARS-CoV-2

は
、

約
80
％
は
軽
度
で
推
移
す
る
一
方
、
２
％

ほ
ど
が
非
常
に
重
篤
化
す
る「
甘
く
見
る

と
怖
い
感
染
症
」だ
が
、
流
行
が
想
定
さ

れ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
比
べ
る
と

「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
感
染
症
で
は

な
い
」と
さ
れ
る
。

　
ワ
ク
チ
ン
な
ど
根
本
的
な
治
療
法
が
開

発
さ
れ
な
け
れ
ば
、
強
弱
を
繰
り
返
し
、

数
年
間
は
流
行
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
た

だ
、「
コ
ロ
ナ
は
あ
り
ふ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
。

標
準
防
護
策
を
採
り
医
療
提
供
体
制
さ
え

守
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
怖
が
り
す
ぎ
る

の
は
間
違
っ
て
い
る
」と
の
声
も
強
い
。

◇
◆
◇

　
ウ
イ
ル
ス
は
、
1
個
や
数
十
個
で
は
感

染
が
成
立
し
な
い
。人
に
は
免
疫
が
あ
り
、

最
強
と
い
わ
れ
る
ノ
ロ
の
場
合
で
も「
最

小
発
症
菌（
ウ
イ
ル
ス
）数
」は
１
０
０

個
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
従
来
型
コ
ロ
ナ

で
は
１
万
個
程
度
と
さ
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ

で
も「
１
万
個
」程
度
と
み
ら
れ
る
。「
ウ

イ
ル
ス
を
ゼ
ロ
に
す
る
」な
ど
と
神
経
質

に
な
る
よ
り
、「
１
０
０
分
の
１
に
減
ら

そ
う
」と
京
都
大
学
ウ
イ
ル
ス
共
進
化
分

野
の
宮
沢
孝
幸
准
教
ら
は
呼
び
か
け
る
。

　
対
策
法
は
、
①
手
洗
い
を
頻
繁
に
す
る

②
大
声
や
ク
シ
ャ
ミ
は
で
き
る
だ
け
抑
え

る（
人
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
る
）③
換

気
を
す
る
、
に
尽
き
る
。

　
５
分
間
の
会
話
で
の
ウ
イ
ル
ス
量
は

３
千
個
程
度
と
さ
れ
る
。
１
万
個
で
感
染

の
懸
念
が
高
ま
る
と
考
え
る
と
、
正
面

を
向
い
て
近
距
離
で
会
話
を
続
け
た
場

合
、
相
手
が
感
染
者
だ
っ
た
際
で
も「
15

分
以
下
だ
と
安
心
」と
い
え
る
。
換
気
さ

れ
た
り
風
が
流
れ
る
外
な
ど
で
は
ず
っ
と

ウ
イ
ル
ス
量
が
下
が
る
た
め
、
さ
ほ
ど
心

配
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ウ
イ
ル

ス
を
触
っ
た
手
が
口
や
鼻
に
触
る
こ
と
で

感
染
す
る「
接
触
感
染
」に
気
を
付
け
る

方
が
重
要
。
手
洗
い
等
が
感
染
リ
ス
ク
を

１
０
０
分
の
１
以
下
に
減
ら
し
、
感
染
し

な
い
で
済
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
歯
科
は
最
も
距
離
が
近
い
と
テ
レ
ビ
等

で
報
道
さ
れ
、
厚
労
省
や
日
本
歯
科
医
師

会
か
ら
の「
不
要
不
急
の
治
療
の
場
合
は

再
検
討
を
」な
ど
と
す
る
通
知
等
が
混
乱

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。わ
が
国
や
米
国
、

中
国
な
ど
か
ら
の
感
染
例
の
報
告
は
ご
く

ご
く
例
外
的
な
も
の
だ
け
だ
。
内
科
等
と

違
い
、
も
と
も
と
歯
科
は
体
調
不
良
の
患

者
は
集
ま
ら
な
い
。
歯
科
治
療
で
歯
を
削

る
際
に
浴
び
る
の
は
99
％
以
上
が「
水
」。

患
者
か
ら
ク
シ
ャ
ミ
な
ど
の「
飛
沫
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　①　Cochrane	 Oral	 Healthから歯科診療再開に向けてRapid	 review（2020.5.6）が発表	 

　●　概要：	 

　　　歯科診療再開の要件について、11カ国から提示された計12件の文書による迅速なレビュー	 

　　　	 

　　　①診療準備と患者への配慮	 

　　　②診療従事者用PPE	 

　　　③診療室の管理	 

　　　④処置内容	 

　　　⑤術後の洗浄・消毒・廃棄物管理　　	 

	 

　●　上記①②③④⑤項目について、以下の内容（抜粋）が示された	 

	 

　　　•	 　電話による患者のトリアージを推奨。一部には、受付時の体温スクリーニングを推奨	 

　　　•	 　可能であれば、エアロゾル発生行為(AGP)の回避を推奨	 

　　　•	 　COVID-19および非COVID-19のいずれの症例についても、AGPの有無にかかわらず、	 

　　　　　フィルタリング・フェイスピースクラス	 2（FFP2、N95に相当）マスクの着用を推奨	 

　　　•　	 一部には、AGPに対してフィルタリング・フェイスピース・クラス3(FFP3、N99相当)	 

　　　　　マスクの着用を推奨	 

　　　•　	 感染リスク低減のため、術前洗口剤、大量吸引、ラバーダム、PPEの使用を推奨	 

　　　•	 　スタッフ・患者・一般市民に対して感染リスクを最小限にする必要性と共に、質の高い	 

　　　　　歯科臨床ケアもまた不可欠であることを強調	 

　　　•	 　エアロゾル発生によるリスク減少のため、PPEの適切な使用(着用および脱衣を含む)とAGP、	 

　　　　　エアロゾルの発生を減らすための対策の3者の関わりを考慮する必要あり	 

　　　•	 　患者の予約設定や実践実務手順への影響を含め、効果的な洗浄・消毒プロセスを明確にす	 

　　　　　る必要あり	 

	 

　●　コメント	 

　　　・　本レビューの歯科診療再開はCOVID-19蔓延前の診療水準での再開を意味しておらず、制限	 

　　　　　的な歯科診療を推奨	 

　　　・　エアロゾル発生を伴う行為には依然慎重な対応が必要	 

　　　・　各国ガイダンスや勧告の比較検討のため、個人の歯科医療従事者向けというより政策決定	 

　　　　　者寄り	 

　　　・　迅速なレビューという制約があり、検証された報告の根拠となる証拠は少ない	 

　　　・　今後、新たな情報により内容が変更される可能性あり	 

　　　・　この勧告は、日本とは異なる諸外国の流行状況や社会保障制度に基づくものであり、	 

　　　　　国民皆保険制度で国民がほぼすべての歯科医療を等しく享受できる日本の歯科医療におい	 

　　　　　てそのまま適用することを目的に紹介するものではないことを申し添える	 

　　　・原書：	 
　　　　　https://oralhealth.cochrane.org/news/recommendations-re-opening-dental-services-rapid-review-international-sources	 
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　●　新型コロナウイルスPCR検査への唾液の利用についての現段階の情報と考察	 

	 

　①　・新型コロナウイルスPCR検査への唾液の利用が日本でも検討されている（米国で認可）	 

	 

　②　・感染者の８割を超える方の唾液からウイルスRNAを検出できており（下記論文のいずれも）	 

　　　　唾液を用いても比較的高い感度で検査が可能であると考えられる	 

	 

　③　・唾液は自分で容易に採取でき、医療従事者の感染リスクと労力を大幅に減らせる	 

　　　・再度蔓延し始めた場合にPCR検査の拡充や現在感染者数の把握するための疫学調査に利用で	 

　　　　きる可能性がある	 

	 

　④　・鼻や喉の分泌液を多く含む起床直後の唾液を用いた米国の報告５では、鼻の奥を拭って採取	 

　　　　した検体よりも多くのウイルスが検出されている	 

　　　・これに対し、検査来院時に吐き出した唾液を採取したオーストラリアの報告４では唾液に含	 

　　　　まれるウイルス量は鼻からの検体の10分の１程度	 

　　　・このため、検出感度をより高めるためには唾液の採取時間や方法について検討の余地がある	 

　	 

　⑤　・鼻や喉の分泌液を多く含む唾液にウイルス量が多いことを考えると、以下の取り組みで診療	 

　　　　時の感染リスクを少なくできる可能性が考えられる	 

　　　　➡　スタンダードプリコーションの徹底やバキュームの使用	 

　　　　➡　ラバーダムの使用、受診前の家庭でののどうがいなど	 

	 

	 

　●　参考文献	 

　１.	 To	 KK	 et	 al.,	 Clin	 Infect	 Dis.	 2020	 

　　　	 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa149/5734265	 

　２.	 To	 KK	 et	 al.,	 Lancet	 Infect	 Dis.	 2020	 

　　　	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158907/	 

　３.	 Azzi	 L	 et	 al.,	 J	 Infection.	 2020	 

	 　　　https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.005	 

　４.	 Williams	 E	 et	 al.,	 J	 Clin	 Microbiol	 2020	 

　　　	 https://jcm.asm.org/content/early/2020/04/17/JCM.00776-20	 

　５.	 Wylie	 AL	 et	 al.	 medRxiv	 2020.04.16.20067835	 (査読前のプレプリント原稿)	 

	 　　　https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20067835v1	 

　６.	 Pasomsub	 E	 et	 al.	 medRxiv	 2020.04.17.20070045	 (査読前のプレプリント)	 
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　●　口腔がん	 

　・　新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)は鼻腔・上咽頭などの上気道の粘膜や唾液に多く存在	 

　	 

　・　口腔(特に舌)粘膜にウィルスの感染門戸となる	 ACE2	 レセプターが多く存在することが示唆	 

　　　➡　他部位の手術に比べ、術中にウィルス感染を周囲に波及させる危険性が高い可能性あり	 

　　　➡　特に気管切開を行う(行った)場合、気管切開孔の管理・カニューレ管理の際に感染リスク	 

　　　　　が高くなることを認識すべき	 

　	 

　・　非外科的な治療法(薬物療法や放射線療法)が、手術+放射線療法と同等と思われる場合	 

　　　➡　非外科的な治療が推奨される場合がある	 

　　　➡　代替治療法の選択肢を十分検討し、各治療法のリスクとベネフィットを考え適応を決定	 

	 

	 

　Ｑ１　口腔がんを治療する場合、どのような基準を基にどのように治療法を決定すべきか	 

　Ａ１　手術以外の代替となる治療選択も十分に考慮したうえで治療法を決定するが、手術が根本的	 

　　　　治療の原則である事に変わりはない	 

	 

　　　・　日本外科学会のSARS-CoV-2	 感染症蔓延期における外科手術のトリアージ(表1)によると、　　	 

　　　　　ほとんどの口腔がんは疾患レベルC(数日から数か月以内に手術しないと致命的となりう	 

　　　　　る疾患)に分類される。そのため、このトリアージに沿った治療が基本となる	 

　　　・　がんの種類と治療法、全身状態により、治療を延期できる場合とできない場合あり	 

　　　・　治療が6週間以上遅れると、予後不良となることが予想される場合、切迫した気道障害を	 

　　　　　伴うがん、急速な進行を示すがん、高悪性度または進行唾液腺がん、再発がんの救済手術	 

　　　　　などは、感染予防に細心の注意を払い、早期の治療開始が勧められる	 

　　　・　口腔がんの対応は、表	 2	 に一つの案を示すが、実際は各医療施設での決定に従うべき	 

　　　・　手術適応の決定や実施は、治療延期による予後への影響、代替医療の有無、医療者への	 

　　　　　感染リスク、院内感染リスク、患者の全身状態、医療資源の現状なども踏まえて決定する	 

　　　　　必要あり	 

　　　・　手術を施行する場合は、エアロゾル発生(骨削除器機、高速切削器具等の使用、電気メス、	 

　　　　　超音波凝固切開装置、気管切開術の施行)に留意し、必要最小限の医療者数で短時間に行	 

　　　　　えるよう努力する	 

　　　・　ポピドンヨードには	 SARS-CoV-2	 に対する殺ウィルス効果が示唆されており、唾液中の	 	 

　　　　　ウィルス量を減らすために、手術前に患者、医療者双方の口腔、鼻腔をポピドンヨード	 

　　　　　で消毒することが推奨される	 
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　Ｑ２　非外科的療法(薬物療法、放射線療法)については、どのように対応すれば良いのか	 

　Ａ２　非外科的な治療法(薬物療法や放射線療法)が手術+放射線療法と同等と思われる場合は、	 

　　　　非外科的な治療が推奨される場合がある	 

　　　・　代替治療法の選択肢については十分に検討したうえで、それぞれの治療法のリスクと	 

　　　　　ベネフィットを考え適応を決定する	 

　　　・　放射線療法や薬物療法を中断・延期することは現時点では推奨されない	 

　　　・　重篤な副作用が生じた場合、一時的な延期(免疫機能低下を考慮)も止むを得ない場合あり	 

　　　・　免疫機能低下は、COVID-19	 を含む感染症の罹患リスクが高くなることが知られている	 

　　　・　感染した場合、重篤な合併症を発症するリスクが高くなる可能性があり	 

　　　・　そのため、感染防御が最大限重要となる	 

	 

　　　	

 

 

    表２ 口腔がん手術においての対応例（各医療機関での対応方針が優先される） 

   PCR   SARS-CoV2                        対応 

  可能    陽性 

    陰性 

  未検査 

     COVID-19治療優先、手術延期もしくは代替治療、緊急なら full PPEで施行 

     標準 PPEで施行 

   PCR検査、胸部 CT検査を行い、その結果に応じた治療方針 

 不可能    2週間自宅待機 胸部 CT所見（-）で術中気切なしなら標準 PPEで施行 

2週間自宅待機 胸部 CT所見（-）で術中気切ありなら full PPEで施行 

2週間自宅待機  胸部 CT所見（+）なら胸部陰影精査、手術延期とし精査治療、 

緊急なら full PPE(できれば気切のみにとどめ、その後精査治療)で施行、代替治

療検討 

 

 

Q2: 非外科的療法（薬物療法、放射線療法）については、どのように対応すれ

ば良いのか。 

 

A2: 非外科的な治療法（薬物療法や放射線療法）が手術＋放射線療法と同等と

表 1 

 

 

    表２ 口腔がん手術においての対応例（各医療機関での対応方針が優先される） 

   PCR   SARS-CoV2                        対応 

  可能    陽性 

    陰性 

  未検査 

     COVID-19治療優先、手術延期もしくは代替治療、緊急なら full PPEで施行 

     標準 PPEで施行 

   PCR検査、胸部 CT検査を行い、その結果に応じた治療方針 

 不可能    2週間自宅待機 胸部 CT所見（-）で術中気切なしなら標準 PPEで施行 

2週間自宅待機 胸部 CT所見（-）で術中気切ありなら full PPEで施行 

2週間自宅待機  胸部 CT所見（+）なら胸部陰影精査、手術延期とし精査治療、 

緊急なら full PPE(できれば気切のみにとどめ、その後精査治療)で施行、代替治

療検討 

 

 

Q2: 非外科的療法（薬物療法、放射線療法）については、どのように対応すれ

ば良いのか。 

 

A2: 非外科的な治療法（薬物療法や放射線療法）が手術＋放射線療法と同等と

表 1 
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　Ｑ３　一次治療終了後の経過観察や定期検査については、どのように対応したらよいのか	 

　Ａ３　口腔がん治療後の再発・転移率は、24〜48%と報告され、そのうち	 75%以上は	 2	 年以内に	 

　　　　認められていることが示されており、特に治療後	 2	 年以内は厳重な経過観察が必要である	 

　　　・　口腔癌診療ガイドライン(2019	 年版)に記載があるように	 

　　　・　治療後1年以内は最低月1回(できれば月	 2	 回)	 

　　　　　治療後1〜2	 年では月1回、	 

　　　　　治療後2〜3	 年では	 2	 か月に	 1	 回	 

　　　　　治療後3〜4	 年では	 3	 か月に	 1	 回	 

　　　　　治療後4〜5	 年では	 4	 か月に	 1	 回	 

　　　　　治療後5	 年以降は個々の場合によって	 6	 か月に	 1	 回程度の診察が勧められ、	 

　　　　　レントゲン検査、超音波検査、CT	 検査、MRI検査、PET	 検査などが病状に応じて行われる	 

　　　・　しかし、SARS-CoV-2	 蔓延時は、患者へのリスクが最小限に抑えられるのであれば、前述	 

　　　　　の通院間隔を念頭において、通常より延長するなどが推奨される	 

　　　・　定期的な検査は、患者の治療経過や病状を十分に勘案したうえで決定	 

　　　・　病状が安定した患者には電話連絡による院外処方箋の交付も可能	 

	 

	 

	 

	 

　●　参考文献・資料	 

　１.　https://www.cancer.net/	 

　２.　AO	 CMF	 International	 Task	 Force	 Recommendations	 on	 Best	 Practices	 

	 	 　　	 for	 Maxillofacial	 Procedures	 during	 COVID-19	 Pandemic	 

　３.　Int	 J	 Oral	 Sci	 2020;12:8	 Published	 online	 2020	 Feb	 24.	 

	 　　　	 Doi:	 10.1038/s41368-020-0074-x	 

　４.　J	 Maxillofac	 Oral	 Surg.	 2020	 Apr	 11	 :	 1–3.	 Maxillofacial	 surgeryand	 COVID-19,	 The	 	 

　　　　Pandemic!!	 

　５.　日本外科学会	 HP	 https://www.jssoc.or.jp/aboutus/coronavirus/info20200402.html	 

　６.　口腔癌診療ガイドライン	 2019	 年版	 

　７.　日本口腔外科学会	 HP	 https://www.jsoms.or.jp/	 

　８.　日本耳鼻咽喉科学会	 HP	 http://www.jibika.or.jp/	 

　９.　厚生労働省	 Q&A	 

	 	 	 　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/	 

	 	 　　	 dengue_fever_qa_00004.html	 

　10.　厚労省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第	 1	 版」	 

	 	 	 　　https://www.mhlw.go.jp/content/000609467.pdf	 

　11.　国立感染症研究所「新型コロナウイルス(2019-nCoV)関連情報ページ」	 

	 	 　　	 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html	 
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　●　新型コロナウイルスと口腔がんについて	 

　Ｑ１　口腔がん患者または口腔がんの治療歴のある患者は、新型コロナウイルスに感染しやすい	 

　　　　ですか	 

　Ａ１　・　免疫機能が低下した方は、一般的に新型コロナウイルスを含む感染症にかかるリスクが	 

　　　　　　高くなることが知られている	 

　　　　・　免疫機能が低下する原因として、がん、糖尿病、心臓病、肺疾患等の慢性疾患や高齢、	 

　　　　　　喫煙などの生活スタイルなどが言われている	 

　　　　・　特にがん患者は、がんの種類、受ける治療の種類、その他の健康状態および年齢によっ	 

　　　　　　ては免疫低下のリスクが高くなるため、感染しやすくなることになる	 

　　　　・　口腔がんに限らずがんの治療歴(薬物療法や放射線治療など)がある方は、新型コロナウ	 

　　　　　　イルスに感染しやすいということは特にはないが、感染した場合、重篤な合併症を発症	 

　　　　　　するリスクが高くなる可能性はある	 

　　　　・　口腔がんが、他のがんと比較して、感染リスクや合併症リスクが高くなるということは	 

　　　　　　ない	 

	 

	 

　●　口腔がん治療中の方へ	 	 

　Ｑ２　現在治療中です。このまま治療を続けても良いのでしょうか	 

　Ａ２　・　一般的にがんの初回治療は、決められたスケジュールで決められた治療法を予定通り	 

　　　　　　やり遂げるのが最も高い効果が得られる方法で、口腔がん治療も同様	 

　　　　・　重篤な副作用が出じた場合、一時的な延期(免疫機能低下を考慮)も止むを得ない場合が	 

　　　　　　あり、担当医の判断が必要。自己判断ではなく、担当医とよく相談することが大切	 

　　　　・　発熱や咳、味覚やにおいに異常が見られる場合は、必ず報告してもらう	 

	 

　Ｑ３　現在、薬物療法を受けています。新型コロナウイルスに関して注意することはありますか	 

　Ａ３　・　免疫機能が低下していることがあり、新型コロナウイルスを含む感染症にかかるリスク	 

　　　　　　が高くなることが知られている	 

　　　　・　感染した場合、重篤な合併症を発症するリスクが高くなる可能性があることが言われて	 

　　　　　　いるため、感染を防ぐことが大変重要となる	 

　　　　・　特に、免疫チェックポイント阻害薬を使用されている患者は、	 副作用として間質性肺	 

　　　　　　炎が生じた場合、新型コロナ肺炎が重篤化する危険性が高いことが考えられるので、治	 

　　　　　　療継続も含め担当医と相談してもらう	 
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　●　口腔がん治療を受けられた方へ	 

　Ｑ４　治療が終了し、外来で通院をしながら定期的な検査を行なっています。	 通院と定期的な	 

　　　　検査を続ける必要がありますか	 

　Ａ４　・　再発・転移率は、24〜48%と報告され、そのうち75%	 以上は	 2	 年以内に認められている	 

　　　　　　ことが示されており、特に治療後	 2	 年以内	 は厳重な経過観察が必要となる	 

　　　　・　そのため通院間隔としては、	 

　　　　　　　　治療後1年以内	 は最低月1回(できれば月	 2	 回)	 

　　　　　　　　治療後1〜2	 年では月1回	 

　　　　　　　　治療後2〜3	 年では	 2	 か月に	 1回	 

　　　　　　　　治療後3〜4年では3か月に1回	 

　　　　　　　　治療後4〜5年では4か月に1回	 

　　　　　　　　治療後5年以降は個々の場合によって	 6	 か月に	 1	 回程度　	 

　　　　　　の診察が勧められ、レントゲン検査、超音	 波検査、CT	 検査、MRI	 検査、PET	 検査など	 

　　　　　　が病状に応じて行われるのが通常	 

　　　　・　しかし、新型コロナウイルス蔓延時においては、患者へのリスクが最小限に抑えられる	 

　　　　　　のであれば、通院を延期したり、間隔を延ばすことなどが推奨される	 

　　　　・　病状が安定した患者には電話連絡による院外処方箋の交付も認められている	 

　　　　・　ただし、再発が疑われるような症状が見られた場合には、次の予約を待たずに担当医へ	 

　　　　　　連絡し、受診してもらう	 

　　　　・　いずれにしても、治療後の定期的な検査や診察は、自己判断で中止したり、	 延期した	 

　　　　　　りしないで、担当医とよく相談してもらう	 

	 

	 

　●　これから口腔がん治療を受ける方へ	 	 

　Ｑ５　これから入院して治療が開始されるのですが、どのような検査が必要ですか	 

　　　　また、治療を開始しても大丈夫でしょうか	 

　Ａ５　・　口腔がんを診断し治療を受ける際には、一般的な視診、触診、血液検査のほかレントゲ	 

　　　　　　ン検査、病理組織検査または細胞学的検査、超音波検査、CT	 検査、MRI	 検査、PET	 検	 

　　　　　　査が必要で、総合的に判断し、口腔がんの確定診断や進行度、遠隔転移の有無などを調　　	 

　　　　　　べる	 

　　　　・　それに加え、新型コロナウイルス感染に関する検査として、PCR	 検査や胸部	 CT	 検査に	 

　　　　　　ついても必要となる場合がある	 

　　　　・　治療の開始については、がんの種類と治療法、全身状態により、治療を延期できる場合	 

　　　　　　とできない場合がある	 

　　　　・　治療が6週間以上遅れると、より悪い結果となることが予想される場合や、切迫した気	 

　　　　　　道障害を伴うがん、高悪	 性度または進行唾液腺がん、再発がんの救済手術などは感染	 

　　　　　　予防に最新の注意を払い、早期の治療開始が勧められる	 

　　　　・　新型コロナウイルス感染の可能性を回避するために、治療の延期を考える場合には、多	 

　　　　　　くの考慮すべき点が必要なため、治療を延期することのリスクと感染リスクを低下させ	 

　　　　　　ることの潜在的利点などについて、担当医とよく相談してもらう	
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　Ｑ６　治療法について教えてください。また、新型コロナウイルスの蔓延によって治療法が変わる	 

　　　　ことはありますか	 

　Ａ６　・　治療法は、がんの部位やどのような組織型なのかによって異なるが、	 外科的治療によ	 

　　　　　　る完全切除が基本て	 

　　　　・　特に、口腔がんは放射線治療に対する効果が一般的に低く、手術が根本的治療の原則	 

　　　　・　早期がんについては、	 手術範囲も限られており、切除した後の再建手術も不要で、負	 

　　　　　　担も少なく、手術後の機能障害も抑えられる	 

　　　　・　進行がんに対しては、通常切除とともに頸部のリンパ節の郭清手術が行われるが、手術	 

　　　　　　だけでは十分ではない場合もあり、手術後に薬物療法や放射線療法の併用による治療が	 

　　　　　　行われることがある	 

　　　　・　進行がんにおいては、口腔の機能と整容面の回復を考慮した各種再建術が通常行われる	 

　　　　・　特定の治療を決定する前に、担当医にくわしく聞くことが必要て	 

　　　　・　専門医によるセカンドオピニオンも可能であれば受けてもらう	 

　　　　・　手術はがんを取り除く最も速い方法てだが、メリットとデメリットをよく理解し、治療	 

　　　　　　計画を決定する前にすべての治療オプションについて質問することをお勧めする	 

　　　　・	 	 以上は標準的な治療の基本だが、新型コロナウイルス蔓延時においては、治療法を変更	 

　　　　　　せざるを得ない場合がある	 

　　　　・　例えば、手術をしない非外科的な治療法(薬物療法や放射線療法)が手術+放射線療法と	 

　　　　　　同等と思われる場合は、非外科的な治療が推奨される場合がある	 

　　　　・　代替となりうる治療法の選択肢についても担当医と十分に検討したうえで、手術適応を	 

　　　　　　決める必要がある	 
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　●　家族でできる子どもの生活習慣の見直し	 

	 

　①　十分な睡眠を取るようにしましょう	 

　　　・　就寝時刻、起床時刻を決めて十分な睡眠時間を確保するようにする	 

　　　・　十分な睡眠は身体の免疫力を高め、感染症のリスクを引き下げる	 

　	 

　②　栄養バランスのとれた食事を取るようにしましょう	 

　　　・　インスタント食品やコンビニのおにぎり・お弁当などでは、カロリーは高い	 

　　　・　しかし、塩分高く、糖質・脂質が多いため成長期の子どもには必要な栄養素が不足しがち	 

	 

　③　規則正しく、適切な間食を取るようにしましょう	 

　　　・　間食を取る時間と	 1	 日分の量は保護者が決めてあげる	 

　　　・　糖分の多い食品は短時間で済ませる	 

　　　・　糖分が口の中に長時間とどまることでむし歯の原因菌が増加する	 

　　　・　保護者が間食の量を決めないと、子どもは好きなだけ間食をとってしまう	 

　　　・　その結果、食事の量が減ってしまい、成長に必要な栄養のバランスが崩れる	 

	 

　④　1	 日最低	 2	 回の歯磨きを行いましょう	 

　　　・　小学校低学年の	 8	 歳頃までは、夜の就寝前に保護者の仕上げ磨きが必要	 

　　　・　6	 歳頃に一番奥に生えてきた第一大臼歯（6	 歳臼歯）はまだ咬み合っていない（2	 年位）	 

　　　・　そのため、本人のみで歯磨きを行っても歯ブラシの毛先が歯に当たっていない	 

　　　・　生え始めから１〜２年位がもっともむし歯になりやすいため、仕上げ磨きが必要	 

	 

　⑤　適度な運動を行うようにしましょう	 

　　　・　家族での散歩や家庭内での体操など、からだを動かし運動機能の低下を防ぐことが必要	 

　　　・　TV	 ゲームやスマートフォン・タブレット、ユーチューブの視聴などは保護者が制限	 

　　　・　ゲームやネット依存症は、子どものかかりやすい病気と認定されている	 

	 

	 

　●　参考文献	 
　１.	 平成	 30	 年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書、スポーツ庁　	 

　２.	 子どもロコモと運動器検診について、林	 承弘、柴田輝明、鮫島弘武、日本整形外科学会雑誌、91：338‐344、2017.	 

　３.	 生活習慣および体力との関係を考慮した幼児における適切な身体活動量の検討、中野貴博、春日晃章、村瀬智彦、	 

　　　発育発達研究、46：49-58、2010.	 

　４.	 子どもにも「ロコモ」生活に体動かす遊びを、医療ニュース	 トピックス、時事メディカル	 

　５.	 子どももたちの体に異変！？	 “ロコモ”の可能性を調べるチェックリスト、NHK	 

　６.	 これからは知っておきたい！子どものロコモ読本、全国ストップザロコモ協議会	 

　７.	 IT	 の功罪-電子メディアの子どもへの影響とその対応、佐藤和夫、小児保健研究、18：18-22、2018.	 
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　※　添付文書より一部抜粋　いずれも決定的な治療薬ではないことに注意すること	 

	 

　①　アビガン®錠　200mg　［富士フイルム富山化学株式会社］	 

　　・　抗インフルエンザウイルス剤　 
　　・　販売名　　　　　　　：　アビガン錠　200mg	 

　　・　成分・含量（１錠中）：　ファビピラビル　200mg	 

　　・　用法および用量（通常、成人に対するファビピラビルとして）	 

　　　　・１日目は　　　　　：　１回1600mg（８錠）を	 1	 日	 2	 回（計１６錠）	 	 

　　　　・２日目から５日目は：　１回	 600mg（３錠）を	 1	 日	 2	 回（計　６錠）	 経口投与	 

　　　　・総投与期間は５日間	 

	 

　●　本剤は、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分な新型又は再興型インフルエ	 

　　　ンザウイルス感染症が発生し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が	 

　　　判断した場合にのみ、患者への投与が検討される医薬品である	 

	 

　●　特筆すべき禁忌	 

　　・　妊婦又は妊娠している可能性のある婦人	 

　　　〔動物実験において初期胚の致死及び催奇形性が認められている〕	  
	 

	 

　②　レムデシビル　水性注射液、注射用凍結乾燥製剤　［ギリアド・サイエンシズ］	 

　　・　抗ウイルス剤 
　　・　販売名　　　　　　　：　ベクルリー点滴静注液	 100	 mg	 	 

　　・　有効成分　　　　　　：　レムデシビル	 

　　・　含量（１バイアル中）：　100	 mg/20	 mL	 

	 

　　・　販売名　　　　　　　：　ベクルリー点滴静注用	 100	 mg	 

　　・　有効成分　　　　　　：　レムデシビル	 

　　・　含量（１バイアル中）：　100	 mg	  
	 

　●　本剤は、本邦で特例承認されたものであり、現時点で有効性、安全性、品質に係る情報は極め	 

　　　て限られており、引き続き情報を収集中である。そのため本剤の使用に当たっては、本剤の投	 

　　　与が適切と判断される症例のみを対象に、あらかじめ患者又は代諾者に、その旨並びに有効性	 

　　　及び安全性に関する情報を十分に説明し、文書による同意を得てから投与すること。また、本	 

　　　剤投与中のいかなる有害事象も早期に確認するため、本剤投与中は適切な検査等により注意深	 

　　　く患者をモニタリングするとともに、必要な場合には医薬品・医療機器等安全性情報報告制度	 

　　　に基づき報告すること	 

	 

　※　本剤の投与経験が極めて限られており、これまでに報告されていない副作用（重篤なものを	 

　　　含む）が生じるおそれがある　	 

　　　　　　　　　　　　　　●　アビガン®錠　200mg　　 
　　　　　　　　　　　　　　●　ベクルリー®点滴静注液	 100	 mg 
　　　　　　　　　　　　　　●　ベクルリー®点滴静注用	 100	 mg　 
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医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド　第 2 版改訂版 (ver.2.1) 
 

一般社団法人　日本環境感染学会 

　　 
2020.3.10 

　①　ウイルスの特徴　	 

　●　主に呼吸器感染を起こす	 

　●　病原性はMERSやSARSより低いと推定	 

　●　致死率は2%程度	 

　●　飛沫および接触でヒト−ヒト感染を推定	 

　●　空気感染は否定的	 

　●　感染力は1人の感染者から2〜3人程度と推定	 

　●　潜伏期は約5日、最長14日程度	 

　●　重症例は主に高齢者	 

　●　重症化要因は、循環器疾患、糖尿病、呼吸器疾患、人工透析などを推定	 

　●　妊婦の重症化は不明だが、胎児への影響もあるため十分な注意が必要	 
	 

　②　臨床的特徴　	 

　●　上気道炎、気管支炎、および肺炎を発症すると推定	 

　●　発症8日以降に呼吸不全が進行し、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)による重症化症例あり	 

　●　発熱、咳、筋肉痛、倦怠感、呼吸困難などが比較的多くみられる	 

　●　頭痛、喀痰、血痰、下痢などを伴う症例もあり	 

　●　呼吸器症状ではなく、下痢や嘔吐などの消化器症状が主な症状である感染者あり	 

　●　呼吸器症状が認められないことが、新型コロナウイルス感染症を否定する根拠にはならない	 

	 

　③　治療・予防(ワクチン)	 	 

　●　現在、有効性が証明された治療法なし	 

　●　治療薬の候補は、抗HIV薬のロピナビル・リトナビル、抗インフルエンザ薬のアビガン、エボ	 

　　　ラ出血熱薬のレムデシビル、喘息治療薬のシクレソニドなど	 

	 

　④　法律上の規定	 

　●　新型コロナウイルス感染症は指定感染症のため、患者を診断した医師は直ちに報告義務あり	 

	 

　　　相談窓口、問い合わせ先	 

　　　１：厚生労働省の電話相談窓口	 

　　　　　電話番号	 0120−565653	 

　　　　　受付時間9時00分〜21時00分(土日・祝日も実施)	 

	 

　　　２：都道府県・保健所等による電話相談窓口	 　　	 

　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html	 

　　　　　	 

　　　　　など	 
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　⑤　感染対策　	 

　●　呼吸器衛生・咳エチケットを含む標準予防策の徹底	 

　●　気道分泌物および糞便から分離され、対策ポイントは以下2点。　　	 

　　　1：顔の粘膜を守る　　➡　ウイルスを含む飛沫を「目・鼻・口」の粘膜に付着させない	 

　　　2：手をきれいにする　➡　ウイルスが付着した手を「目・鼻・口」の粘膜に接触させない	 

	 

　　　●標準予防策　　・呼吸器衛生・咳エチケットを含む標準予防策の徹底	 
　　　　　　　　　　　・感染確定例・疑い例には、飛沫予防策と接触予防策を追加	 

　　　●消毒　　　　　・擦式アルコール手指消毒薬は有効	 

　　　　　　　　　　　・0.05%の次亜塩素酸ナトリウムは有効	 

　　　　　　　　　　　・体温計、血圧計等は、アルコール等の含有クロスで清拭消毒	 

　　　●個人防護具　　・「目・鼻・口」を覆う個人防護具、ガウン、手袋を装着	 
　　　　　　　　　　　・着用中また脱衣時に「目・鼻・口」の粘膜に触れないよう注意	 

　　　●換気　　　　　・感染確定例や疑い例では、6回/時以上の換気が望ましい	 

	 

　⑥　医療従事者の曝露のリスク評価と対応（前提条件を以下とする）	 

	 

　●　PPE（個人防護部）　➡　マスク／眼の防護具／手袋／ガウン	 

　●　長時間：数分以上	 

　●　短時間：約	 1〜2	 分	 

　●　濃厚接触　➡　感染者と約	 2	 メートル以内で長時間接触（ケア、会話）	 

　●　個人防護具を着用せず、患者の分泌物や排泄物に直接接触（咳をかけられる、など）	 

	 

　　１：マスクを着用している新型コロナウイルス感染症患者と長時間の濃厚接触ありの場合	 

	 

　　●　低リスクで就業制限なし（無症状の医療従事者に限る）	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／眼の防護具／手袋／ガウン］全て着用	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／手袋／ガウン］ただし、（眼の防護なし）	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／眼の防護］　　ただし、（ガウン）または（手袋）なし	 

	 

　　●　中リスクで就業制限あり（最後に曝露した日から14日間）	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／眼の防護具／手袋／ガウン］全て着用なし	 

　　　・着用しているPPE　➡　［眼の防護具／手袋／ガウン］　ただし、（マスク）なし	 

	 

　　２：マスクを着用していない新型コロナウイルス感染症患者と長時間の濃厚接触あり	 

	 

　　●　低リスクで就業制限なし（無症状の医療従事者に限る）	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／眼の防護具／手袋／ガウン］全て着用	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／眼の防護］　　ただし、（ガウン）または（手袋）なし	 

	 

　　●　中リスクで就業制限あり（最後に曝露した日から14日間）	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／手袋／ガウン］　　ただし、（眼の防護なし）	 

	 

　　●　高リスクで就業制限あり（最後に曝露した日から14日間）	 

　　　・着用しているPPE　➡　［マスク／眼の防護具／手袋／ガウン］全て着用なし	 

　　　・着用しているPPE　➡　［眼の防護具／手袋／ガウン］　ただし、（マスク）なし	 
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新型コロナウイルス感染症について　対策情報　その１ 
歯科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第1報） 

 

一般社団法人日本歯科医学会連合 
新型コロナウイルス感染症対策チーム 

 
2020.4.1 

　①　新型コロナウイルスについての歯科の受診と歯科医療現場の対応	 

　●　ウイルスを歯科診療室内に持ち込まない	 

　●　一般歯科診療所では診療室や待合室などの環境整備が難しいため、来院前の適切な対応が必要	 

　●　発熱や風邪様症状、14日以内の海外渡航歴、鼻症状、味覚・嗅覚に異常がある人は要注意	 

　●　感染症が疑われる患者を診察する場合は、標準予防策に加え、接触感染や飛沫感染を考える	 

	 

	 

　②　現時点での院内感染予防の留意点	 

	 

　１：電話での対応	 

　　※患者のマスク着用の有無にかかわらずリスクはあるため、電話での相談が望ましい	 

	 

　　●　以下の患者では、自院での診療が困難である理由を説明し、理解を得ることが必要	 

　　　・新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者（発熱や風邪様症状を有する）	 

　　　・本人または同居人に14日以内の海外渡航履歴のある患者	 

　　　・鼻症状を伴わず突然、味覚・嗅覚に異常が出た患者	 

　　　・まずは主訴を聞きし、緊急性を要するか否かを判断	 

	 

　　●　歯科治療の緊急性が無いと判断した場合	 

　　　・帰国者・接触者相談センターに連絡をして頂く	 

　　　・歯科医師側は、診療拒否ではなく現時点の状況対応であることを十分に説明する	 

　　　・対象となる患者はオーバーシュート（爆発的患者急増）を防止するための理解と協力が必要	 

	 

　　　※　本疾患は、以下の感染爆発を回避する事が求められている	 

　　　　一次感染(感染者)➡二次感染(濃厚接触者)	 ➡三次感染(周辺の人)	 ➡四次感染(不特定多数)	 

	 

	 

　２：診療所窓口での対応	 

　　●　医院入口や院内等に院内感染防止の掲示を行う	 

　　●　新型コロナウイルス感染者または疑いのある患者の受診を制限する	 

　　●　院内感染を防止するためには、受診制限者に説明を尽くす必要がある	 

　　	 

　　※　対象者は以下	 

　　　・新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者（発熱や風邪様症状を有する）	 

　　　・本人または同居人に14日以内の海外渡航履歴のある患者	 

　　　・鼻症状を伴わず突然、味覚・嗅覚に異常が出た患者	 
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新型コロナウイルス感染症について　対策情報　その２ 
歯科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第2報） 

 

一般社団法人日本歯科医学会連合 
新型コロナウイルス感染症対策チーム 

 
2020.4.3 

　①　感染経路について	 

　●　コロナウイルスの感染経路は、飛沫感染、接触感染が基本	 

　●　新型コロナウイルスも主な感染経路は、同様に飛沫感染、接触感染とされている	 

　●　密閉空間で長時間高濃度の汚染されたエアロゾルに曝露した場合、伝播が起こりうる	 

　●　そのため、標準予防策に加え、感染経路予防策を考慮しなければならない	 

	 

	 

　②　エアロゾル感染について	 

　●　本感染症の感染経路については、「エアロゾル感染」という表現が注目されている	 

　●　エアロゾルの定義は「気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子」（国により異なる）	 

　●　わが国で感染経路別予防策は、「接触感染」、「飛沫感染」、「空気感染」に分類されている	 

　　	 

　　・飛沫感染	 

　　　感染患者のくしゃみ、咳、会話などで放出された病原体を含む飛沫（5㎛以上）が口腔粘膜、	 

　　　鼻粘膜結膜などに付着することにより感染	 

	 

　　・空気感染	 

　　　飛沫核感染とも表現され、病原体を含んだ飛沫が乾燥してさらに微小な（5㎛以下）飛沫核と	 

　　　なり空気中に浮遊し、それを吸入することにより感染	 

	 

　●　閉鎖空間に浮遊したウイルスを除去するために定期的な換気を実施する	 

　●　複数の患者の診療を同時に行わない	 

　●　一人一人の治療の間隔をあける　などの医療機関の規模に応じた対応が必要	 

　●　SARS-CoV-2は銅表面に4時間、ステンレス表面に48時間、プラスチック表面に72時間生存	 

　●　そのため、接触感染を考慮した手袋やガウンの装着、手の触れる場所の消毒や手洗いは極めて	 

　　　重要	 

	 

	 

　③　歯科診療における対応（新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が受診した場合の留意点）	 

　●　歯科治療では、エアロゾル発生に注意しなければいけない手技が用いられる	 

　●　不顕性感染や潜伏期間中の感染者からウイルス排出の可能性がある	 

　●　感染疑いの患者に対しエアタービンやハンドピース、超音波スケーラー等を用いる処置は回避　　　	 

　●　応急処置にとどめることや、当該治療の延期などの検討も必要	 

　●　エックス線検査が必要な場合は、口内法は咳やむせを誘発しないように細心の注意を払う	 

　●　可能な場合は、パノラマエックス線撮影などの口外法で対応を検討	 

　●　緊急を要しないと診断した場合は、極力観血的な治療等は延期し、投薬などの対応を考慮	 
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新型コロナウイルス感染症について　対策情報　その３ 
歯科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第3報） 

 

一般社団法人日本歯科医学会連合 
新型コロナウイルス感染症対策チーム 

 
2020.4.3 

　①　歯科診療を行う際の環境整備	 

　●　潜伏期間は1〜12.5日（多くは5～6日）と他のウイルス疾患より長いといわれている	 
　●　発熱や呼吸器症状などの具体的な症状が無い無症状者一定の割合存在し、感染源になる	 
　●　これらの特徴を考慮し、より一層の院内感染対策を徹底する	 

	 

　　１：院内感染を防止するために	 

　　●　飛沫感染・接触感染の予防	 

　　　・定期的な窓開けなどによる換気を徹底し、密閉を回避	 

　　　・ユニット周りだけでなく、レセプトコンピューターなどの周辺機器も清拭	 

　　　・ドアノブなど患者の触れる場所の清拭	 

　　　・待合室の遊具などを撤去	 

　　　・患者来院時の手洗い、手指消毒も大切	 

　　　・吸引装置（歯科用および口腔外バキューム）を積極的に使用	 
　　　・ラバーダムを活用	 

	 

　　●　患者には予約時間遵守のお願い	 

　　　・待合室の人数をできる限り少なくして「密集、密接」を回避	 
	 

　　●　事前の問診、感染疑い症状がある場合の電話連絡対応の徹底（対策情報　その１　参照）	 

　　●　発熱・感冒様症状や14日以内の海外渡航歴を確認	 

　　●　鼻水・鼻づまりなどの鼻症状のない突然の味覚や嗅覚の異常も注意すべき症状	 

	 

　　●　標準予防策の徹底	 

　　　・マスクの正しい着用や目の保護（ゴーグルやアイシールドなど）を使用	 

	 

　　●　手指衛生の徹底	 

　　　・積極的な手洗い、消毒用エタノールなどによる手指消毒	 

	 

　　●　診療スケジュールの調整	 

　　　・治療内容により、可能な限り予約間隔や使用ユニットの調整をする	 

	 

　　２：歯科医療従事者が感染源とならないために	 

　　●職員の健康管理	 

　　　・毎日欠かさず体温を計り、倦怠感などの症状があれば自宅待機を徹底	 
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歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための院内感染対策について 
 

厚生労働省医政局歯科保健課 

 
2020.4.6 

　①	 　標準予防策の徹底について	 

　●　歯科医療に関連する一般歯科診療時の院内感染の予防策については、「一般歯	 

　　　科診療時の院内感染対策に係る指針（第２版）」（2019.3.29）を参考とすること	 

　　　※「一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針（第２版）」次ページ参照	 

	 

	 

　②　歯科診療実施上の留意点について	 

　●　新型コロナウイルスは、飛沫感染が主体と考えられている	 

　●　標準予防策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策が必要	 

　●　歯科診療では、唾液等の体液に触れる機会、歯の切削等によりそれらが飛散すること	 

　　　があるなどの特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の点に特に留意する	 

　　　	 

　　　１：歯科診療の実施前に、患者の呼吸器症状（発熱や咳など）や海外渡航歴等を確認	 

　　　２：感染の疑いがある場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談するよう伝える	 

　　　３：診療室の定期的な換気を実施する	 

　　　４：診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行う	 

　　　５：歯科医師の判断により、応急処置に留める、緊急性がない治療の延期などを考慮	 

　　　６：歯科診療を行う上での留意点については、関連学会からの考え方を参考にする	 
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歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業 
一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針（第 2 版） 

 

日本歯科医学会 厚生労働省委託事業 
歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業実行委員会 

 
2019.3.29 
(43-44p) 

①　「医療従事者の防護関連」要点	 

●　診療前や唾液・血液が付着している可能性を考慮し、洗剤（消毒薬含）と流水で手を洗う	 

●　医療用グローブは患者毎に交換	 

●　使用後のグローブに、速乾性手指消毒薬用いて繰り返し使用することは勧められない	 

●　歯科衛生士等の介助者のグローブ着用は強く勧められる	 

●　使用後は外側表面に触れないように注意して外す	 

●　目・鼻・口の粘膜からの感染防御のため、PPEの使用が標準予防策として勧められる	 

●　PPEとは、マスク、ゴーグル、フェイスシールド等の個人防護用具のこと	 

●　個人の眼鏡やコンタクトレンズは十分な眼の防護用具としては考慮されない	 

●　術衣は毎日交換し、観血処置時は、通常白衣の上にガウン等を着用することが勧められる	 

●　観血処置後は、白衣の上に着用したガウン等は速やかに脱いで廃棄する	 

●　デンタル撮影では、使用前に汚染防止用カバーをさらに付けて使用することが勧められる	 

●　撮影後は、直ちに汚染防止用カバーを外した上で、写真処理する	 

●　フィルムバケットや保護袋が汚染された場合には、消毒液で処理し、写真処理する	 

●　汚染防止用カバーは、紙製よりもプラスチック製の方がより細菌汚染を防げる	 

	 

	 

②　「器材などの滅菌・消毒関連」要点	 

●　アルコール系消毒剤は揮発性であるため、毎日診療前にその日分を作製することが勧められる	 

●　使用したハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ滅菌する	 

●　器具は、超音波洗浄で付着物を除去し、その後にオートクレーブ滅菌する流れが勧められる	 

	 

	 

③　「診療室設備関連」要点	 

●　ラッピングなどの表面バリアを使用し、患者ごとに交換することが勧められる	 

●　表面バリアで覆われていない接触表面は、患者治療ごとに消毒薬等で清拭する	 

●　汚染されたエアロゾル等の飛散があるため、口腔外バキュームの常時使用が勧められる	 
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④　「技工関連」要点	 

●　アルジネート印象採得後の流水下での水洗いだけでは交差感染防止は不十分	 

●　アルジネート印象の水洗は	 120	 秒間、シリコンラバー印象は	 30	 秒間の水洗が必要とされる	 

●　水洗後に適切に消毒する	 

●　微生物は石膏模型にも伝播するため、印象に石膏を注入する前に消毒することが勧められる	 

●　歯科技工士に技工物の製作を依頼するための印象や模型は適切に消毒されている必要がある	 

●　歯科医師と歯科技工士の間で、消毒に関する情報交換を行うことが勧められる	 

	 

	 

⑤　「ワクチン関連」要点	 

●　B型肝炎ウイルス抗体を保有しない歯科医療従事者は、ワクチン接種と抗体価確認が勧められる	 

	 

	 

⑥　「針刺関連」要点	 

●　リキャップを両手で行うより、片手で行う方が針刺の頻度が低いため、片手の方法が勧められる	 

	 

	 

⑦　「廃棄物関連」要点	 

●　使用後直ちにユニットブース内で耐貫通容器に廃棄する方法が勧められる	 

	 

	 

⑧　「滅菌方法等関連」要点	 

●　クラス	 B：固形、多孔体、中空、非包装、包装（一重、多重）：ハンドピース、バキュームチッ	 

　　　　　　　プ、布製品、その他クラス	 S、N	 で滅菌できるもの（あらゆる被滅菌物を滅菌可能）	 

●　クラス	 S：メーカー特定の製品で非包装の中空物、包装された固形物：ミラー、ピンセットなど	 

　　　　　　　の一般的な歯科用器具（包装）、非包装のハンドピース	 

●　クラス	 N：未包装の固形物のみ：ミラー、ピンセットなどの一般的な歯科用器具	 

●　クラス	 N：オートクレーブを用いて未包装の状態で滅菌処理を行った器具を、滅菌後包装しな	 

　　　　　　　い場合、滅菌後	 24	 時間以内に使用することが勧められる	 
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新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 
2020.3.11 

　●　新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制としては、現在、各都道府県に、帰国者・接触　	 
　　　者外来を設置	 

　●　新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、帰国者・接触者相談センターに電話連絡の上、同	 

　　　外来を受診する仕組みとしているところである	 

	 

　①　地域の各医療機関の外来に共通する感染予防策について	 

　●　全ての患者の診療において、標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹	 

　　　底する	 

　●　患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、検体の採取やエアロゾルが発生する　　	 

　　　可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底で差し支えない	 

	 	 

　②　新型コロナウイルス感染症患者（疑われる者も含む）を診察する際の感染予防策について	 

　●　各地域における新型コロナウイルス感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況等を考	 

　　　慮し、各医療機関は下記に基づいて感染予防策を講じること	 

　　　・新型コロナウイルス感染症患者に対しては、標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防	 

　　　　策を実施する	 

　　　・同患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスク等、眼の防護具（ゴーグ	 

　　　　ル又はフェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着する	 

　　　・同患者に対し、エアロゾルが発生する可能性のある手技（気道吸引、下気道検体採取等）を	 

　　　　実施する場合は、N95	 マスク（それに準ずるマスク）、眼の防護具（ゴーグル又はフェイ	 

　　　　スシールド）、ガウン及び手袋を装着する	 

　　　・同患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの帰国者・接	 

　　　　触者外来に紹介する	 

　　　・基本的にシューズカバーをする必要はない	 

　　　・個人防護具を着用中また脱衣時に、眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後	 

　　　　で手指消毒を実施する	 

	 

　●　その他	 

　　　・原則として、診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合	 

　　　　であっても、上記に基づいた感染予防策を適切に講じていれば、濃厚接触者には該当しない	 

　　　　こと	 

　　　・新型コロナウイルス感染症患者の診療に携わった医療機関の職員は、濃厚接触者に該当する	 

　　　　かに関わらず、毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化する	 

	 

　●　応招義務について	 

　　　・患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否する	 

　　　　ことは、応招義務を定めた医師法（昭和	 23	 年法律第	 201	 号）、第	 19	 条第１項及び歯科	 

　　　　医師法（昭和	 23	 年法律第	 202	 号）第	 19	 条第１項における診療を拒否する「正当な事	 

　　　　由」に該当しない	 

　　　・診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者	 

　　　　を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること	 
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サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド、の例外的取扱いについて 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 
2020.4.14 

　①　サージカルマスク	 
　●　使用機会に優先順位を設ける（感染疑いの患者との密接な接触が避けられない場合）	 

　●　複数の患者を診察・検査等する場合でも、同一のサージカルマスクを継続して使用する	 

　　　※サージカルマスクの継続使用に係る注意点	 

　　　・目に見えて汚れた場合や損傷した場合は、廃棄する	 

　　　・サージカルマスクを外す必要がある場合は、患者のケアエリアから離れる	 

　　　・サージカルマスクを外す際は、マスクの外面を内側にして折りたたみ、接触感染を避ける	 

	 

　②　長袖ガウン（アイソレーションガウン・長袖のプラスチックガウン等）について	 

　●　使用機会に優先順位を設けること	 

　　　・血液など体液に触れる可能性のある手技	 

　　　・エアロゾルが発生するような手技（気道吸引、気管内挿管、下気道検体採取等）	 

　　　・上気道検体の採取（長袖ガウン不足時は袖のないエプロン可）	 

　　　・患者の体位交換や車いす移乗など、前腕や上腕が患者に触れるケアを行う時	 

　　　※袖のないエプロンであっても、手指・前腕の適切な洗浄・消毒を行うことで感染予防可能	 

	 

　③　ゴーグル及びフェイスシールドについて	 

　●　複数の患者を診察する場合には、同一のゴーグルやフェイスシールドを継続して使用	 

　　　※ゴーグル及びフェイスシールドの継続使用に係る注意点	 

　　　・目に見えて汚れた場合は、洗浄及び消毒を行う	 

　　　・一度外した場合には、再度装着する前に洗浄及び消毒を行う	 

　　　・ゴーグルやフェイスシールドが損傷した場合は廃棄する	 

　　　・ゴーグルやフェイスシールドを外す必要がある場合は、患者のケアエリアから離れる	 

　●　使い捨てのゴーグルやフェイスシールドについても再利用し、再利用の際には、適切な洗浄及	 

　　　び消毒を確実に行う	 

　　　※ゴーグル及びフェイスシールドの洗浄及び消毒方法はメーカー推奨方法が望ましいが、	 

　　　　方法が不明な場合は、以下の手順を参考とする	 

　　　１：手袋を装着したままの状態で、ゴーグルやフェイスシールドの内側、次に外側を丁寧に　　	 

　　　　拭く	 

　　　２：アルコール又は	 0.05%の次亜塩素酸を浸透させたペーパータオルやガーゼ等を使用して、　	 

　　　　ゴーグルやフェイスシールドの外側を拭く	 

　　　３：0.05％の次亜塩素酸で消毒した場合、ゴーグルやフェイスシールドの外側を水又はアル	 

　　　　コールで拭き、残留物を取り除く	 

　　　４：清潔な吸収性タオルを用いて吸水することなどにより、良く乾燥させる	 

　　　５：手袋を外した後は、手指の衛生を行う	 

	 

　④　防護具がなくなったときの代替品について	 

　●　長袖ガウン	 

　　　・体を覆うことができ、破棄できるもので代替可（カッパ等）、撥水性があることが望ましい	 

　●　ゴーグル及びフェイスシールド	 

　　　・目を覆うことができるもので代替可（シュノーケリングマスクなど）	 
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N95 マスクの例外的取扱いについて 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

医薬・生活衛生局医療機器審査管理課 
医薬・生活衛生局医薬安全対策課 

 
2020.4.10 （2020.4.15追記） 

　①　N95	 マスクについては以下の診療場面での使用を推奨と可能な限りの効率的使用	 

　●　エアロゾルが発生するような手技を行う時（気管内吸引、気管内挿管等）	 

　●　滅菌器活用等による再利用に努める	 

　●　必要な場合は、有効期限に関わらず利用する	 

　●　複数の患者を診察する場合に、同一のＮ95	 マスクを継続して使用する	 

　●　Ｎ95	 マスクには名前を記載し、交換は	 1	 日	 1	 回とする	 

　●　KN95	 マスクなどの医療用マスクも	 N95	 マスクに相当するものとして取り扱い、活用するよ	 

　　　う努める	 

　●　使用の場合、Ｎ95	 マスクを	 1	 人につき５枚配布し、使用したものを通気性のよいきれいな	 

　　　バッグに保管し、毎日取り替えて	 5	 日間のサイクルで使用する	 

　　　※新型コロナウイルス感染症はプラスチック、ステンレス、紙の上では	 72	 時間しか生存でき	 

　　　　ないことが報告されているため	 

　●　目に見えて汚れた場合や損傷した場合は廃棄する	 

　●　Ｎ95	 マスクを外す必要がある場合は、患者のケアエリアから離れる	 
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